
   電気自動車用充電器等設置費補助金交付要綱 

（総則） 

第１条 脱炭素社会の実現及び市内の産業の発展を目的として、市内において

電気自動車の普及を促進するため、事業者等が行う電気自動車の充電器等の

設置に係る経費に対する補助金の交付については、補助金等交付規則（昭和

47年横須賀市規則第 33号。以下「規則」という。）に定めがあるもののほ

か、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 (１ ) 事業者等 法人格を有する民間団体、個人事業者及びマンション管理組

合（マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第 149 

  号）第２条第３号に規定する管理組合をいう。以下同じ。）をいう。 

 (２ ) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機を原動機とする

自動車で、当該自動車に係る道路運送車両法（昭和26年法律第 185号）の

規定による自動車検査証に、当該自動車の燃料が電気であることが記載さ

れているものをいう。 

 (３ ) 充電器 電気自動車に用いられる電池を充電するための機器をいう。 

 (４ ) Ｖ２Ｈ 電気自動車のバッテリーに蓄えた電気を住宅等に供給すること

ができ、かつ、電気自動車のバッテリーに充電することができる装置をい

う。 

 (５ ) 課金装置 充電器の利用料を徴収するための装置であり、通信機能を有

するもの（充電器と一体として設置されるものを除く。）をいう。 

 (６ ) 可搬型給電器 電気自動車の駆動用バッテリーの電力を取り出して交流 

  100ボルトの電源に変換することができ、かつ、非常用電源等として持ち 

  運ぶことができる装置をいう。 

(７ ) マンション等 共同住宅及び長屋をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に充電器、Ｖ２Ｈ又は

課金装置（以下「充電器等」という。）を設置しようとする事業者等のう  

ち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (１ ) 次に掲げる要件の全てに該当すること。 

ア 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 

(ア ) 市民等が一般に利用すること（以下「一般利用」という。）が可能 



であること。 

(イ ) マンション等の敷地内に設置するもの 

(ウ ) 市内における電気自動車の普及促進に向けた先進的な取組みを行う

事業者等として、横須賀次世代自動車普及に関する先進事業者等認定

要綱（平成27年４月１日制定）に基づき認定を受けたもの 

イ 自動車の製造又は販売に係る事業を主たる事業として営んでいないこ 

   と。 

ウ  電気を供給する事業者及びその関連会社でないこと。 

エ 市税を滞納していないこと。 

オ 個人事業者及びマンション管理組合（管理組合法人（建物の区分所有

等に関する法律（昭和37年法律第69号）第47条第２項に規定する管理組

合法人をいう。以下同じ。）でない場合に限る。）の代表者にあって

は、横須賀市暴力団排除条例（平成24年横須賀市条例第６号）第２条第

３号に規定する暴力団員でないこと。 

カ 法人及びマンション管理組合（管理組合法人である場合に限る。以下

この号において同じ。）にあっては、横須賀市暴力団排除条例第２条第

２号に規定する暴力団でないこと及び当該法人及びマンション管理組合

の役員が同条第３号に規定する暴力団員でないこと。 

 (２ ) 前号に掲げる要件全てに該当する事業者等に対し、リース契約により充 

電器等を５年以上継続して使用させる者のうち、前号エからカまでに掲げ

る要件全てに該当するものであること。この場合において、この要綱の規

定による補助金の額を充当したうえで当該リース契約に係る料金の額を算

定するものとする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、充電器

等の設置に要する経費のうち次に掲げるものとする。 

 (１ ) 充電器等本体及び附属品（自社製品を除く。）の購入費（第３条第１号  

  ア（イ）及び（ウ）に該当するときは、可搬型給電器の購入費を含む。） 

 (２ ) 本体設置工事費 

 (３ ) 電気工事費（分電盤までの最短距離の工事に係る経費及び分電盤に分岐

ブレーカーを増設する工事等に係る経費に限る。） 

 (４ ) 一般利用に供するために要する物品購入費及び工事費 

 (５ )マンション等の敷地内に充電器を設置しようとする場合において、住民

の合意形成のために必要となる図面等の資料作成費（第２条第１号におい



て規定するマンション管理組合が作成する場合に限る。） 

２ この要綱の規定による補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付（国、県  

その他団体によるものを含む。）を受けている場合は、補助対象経費からそ

の額を除くものとする。  

３ 設置する充電器等を連結会社（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に

関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）第２条第５号に規定する連結会社を

いう。）から調達し、取引価格が当該調達品の製造原価以内であるというこ

とを証明できない場合は、補助対象経費から調達先の直近年度の単独の損益

計算書における売上高に対する売上総利益の割合を取引価格に乗じて得た額

を除くものとする。 

（補助金額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内において、設置する各充電器等に係る補

助対象経費の総額に、５分の４を乗じて得た額（別表に掲げる区分（第３条

第２号に掲げる場合は、リース契約により充電器等を使用する者が当該充電

器等を設置する区分とする。）に応じ、それぞれ同表に掲げる上限額を限度

とする。ただし、第３条第１号ア (イ ) に該当する場合において、前条第１

項第５号に規定する経費について交付するときは、15万円を限度とする。）

とする。 

２  前 項 の 規 定 に よ り 算 出 し た 補 助 金 額 に  1 , 0 0 0円 未 満 の 端 数 が あ る と き 

は、その端数を切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付申請に当たり、第４条第１項第５号に規定する経費に係

る補助金にあっては規則第４条第１号及び第２号に掲げる書類を、その他の

経費に係る補助金にあっては規則第４条第２号に掲げる書類を省略するもの

とする。 

２  規則第４条第３号に規定するその他参考となる書類は、次のとおりとす

る。ただし、第４条第１項第５号に規定する経費について補助金の交付を受

けた後、同項第１号から第４号までに規定する経費について交付申請を行う

場合においては、重複する書類のうち、記載内容が同一となるものを省略す

ることができる。 

 (１ ) 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（法人の場合に限る。）。ただし、  

  補助金の交付申請を行う者が、当該交付申請を行う日の属する年度と同一  

  の年度（以下この号において「同一年度」という。）に行ったこの要綱に  

  基づく補助金の交付の申請に係る補助金等交付申請書に添付された登記簿 



  謄本若しくは履歴事項全部証明書又は同一年度に市長が別に定める申請に 

  おいて提出した登記簿謄本若しくは履歴事項全部証明書の記載内容と変更 

  がない場合は、省略することができる。 

 (２ ) 住民票及び直近の確定申告書の写し又はそれに代わる証明（個人事業者

の場合に限る。） 

 (３ ) マンション管理組合（管理組合法人である場合を除く。）の現在の代表

者が選任されたことを証する書類（第３条第１号ア（イ）に該当する場合

に限る。） 

 (４ ) 横須賀次世代自動車普及に関する先進事業者等認定証の写し（第３条第

１号ア（ウ）に該当する場合に限る。） 

 (５ ) 見積書の写し 

 (６ ) 設置工事に係る書類、図面等（第４条第１項第５号に規定する経費につ

いての交付申請の場合を除く。） 

 (７ ) 市税の納付を証する書類。ただし、補助金の交付を受けようとする者 

  が、市長が補助金の交付の決定に必要な限度において当該者の市税の納付  

  に関する事項について調査することに同意する場合は、省略することがで  

  きる。 

 (８ ) 補助金の交付を受けようとする者の氏名、氏名のふりがな、住所、生年

月日及び性別（以下この号及び次号において「氏名等」という。）を記載

した書類（個人事業者及びマンション管理組合（管理組合法人でない場合

に限る。）の代表者の場合に限る。ただし、補助金等交付申請書に当該者

の氏名等の記載がある場合は、省略することができる。） 

 (９ ) 役員の氏名等を記載した一覧表（法人及びマンション管理組合（管理組

合法人である場合に限る。）の場合に限る。） 

(10) 第３条第２号に該当する場合は、リース契約に係る料金にこの要綱の規

定による補助金の額が充当されることがわかる書類 

(11) その他市長が必要と認める書類  

３  前項の規定にかかわらず、第３条第２号に該当する者が補助金の交付申請

を行う場合における規則第４条第３号に規定するその他参考となる書類は、

前項各号に掲げる書類並びに第３条第２号に規定する事業者等についての同

項第１号、第２号、第３号、第４号、第７号、第８号、第９号及び第11号に

掲げる書類とする。この場合において、同項第７号中「補助金の交付を受け

ようとする者」とあるのは、「第３条第２号に規定する事業者等」とする。 

（補助金の交付を受けた者の責務等） 



第７条 補助金の交付を受けた者は、設置した充電器等を一般利用に供するよ

う努めることとする。ただし、第３条第１号ア（イ）及びア（ウ）並びに同

条第２号に該当する場合を除く。 

（実績報告） 

第８条 規則第10条に規定する市長の定める書類は、次のとおりとする。 

 (１ ) 当該事業に係る領収書等の写し 

 (２ ) 第４条第２項に規定する補助金等の交付を受けている場合には、その交

付の決定を証する書類の写し 

 (３ ) 充電器等の設置の状況を明らかにした書類、図面、写真等（第４条第１

項第５号に規定する経費についての交付申請の場合を除く。） 

 (４ ) 住民の合意形成のために必要となる図面等の作成した資料（第４条第１

項第５号の場合に限る。） 

２ 市長は、実績報告書の提出を受けた場合において、必要と認められるとき

は、現地調査を行うものとする。 

（財産処分の制限） 

第９条 規則第15条ただし書の規定による市長が定める期間は５年とする。 

２ 前項の期間の始期は、規則第10条に規定する実績報告書の提出日とする。  

（その他の事項） 

第10条  この要綱の施行について必要な事項は、環境政策担当部長が定める。 

   附  則  

（施行期日） 

 この要綱は、平成22年３月４日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成22年 11月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成26年８月18日から施行する。 



   附  則  

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成27年９月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附  則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 附  則  

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則  

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 



別表（第５条第１項関係） 

 

区分 上限額 

 

第３条第１号ア（ア）に

該当する場合 

 

１基当たり50万円（ただし、１敷地（東京電力

株式会社の電気供給約款に定める一需要場所を

単 位 と す る 。 ） 当 た り  100 万 円 を 限 度 と す

る。） 

 

第３条第１号ア（イ）に

該当する場合 

 

課金装置及び可搬型給電器を除く充電器等を３

基 以 上 設 置 す る 場 合 に お い て 、 １ 敷 地 当 た り 

150万円（設置する充電器等のうち１基以上は

Ｖ ２ Ｈ で あ る 場 合 に あ っ て は 、 １ 敷 地 当 た り 

200万円）。ただし、市長がやむを得ない理由

があると認める場合においては２基以下の設置

でよいこととし、この場合の上限額は、Ｖ２Ｈ

を 設 置 す る 場 合 に お い て は １ 基 当 た り  100万

円、その他の充電器等を設置する場合において

は１基当たり50万円とする。 

 

第３条第１号ア（ウ）に

該当する場合 

 

課金装置及び可搬型給電器を除く充電器等を５

基 以 上 設 置 す る 場 合 に お い て 、 １ 敷 地 当 た り 

150万円（設置する充電器等のうち１基以上は

Ｖ ２ Ｈ で あ る 場 合 に あ っ て は 、 １ 敷 地 当 た り 

200万円）。ただし、市長がやむを得ない理由

があると認める場合においては４基以下の設置

でよいこととし、この場合の上限額は、Ｖ２Ｈ

を設置する場合にあっては１基当たり50万円、

その他の充電器等を設置する場合にあっては１

基当たり30万円とする。 

 

 

 


